
規

則

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

森
林
組
合
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

教
育
委
員
会
規
則

学
校
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
八

訓

令

甲

大
分
県
部
長
会
議
設
置
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八

大
分
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九

大
分
県
防
火
等
管
理
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九

訓

令

甲

議

会

訓

令

教
育
委
員
会
訓
令
甲

選
挙
管
理
委
員
会
訓
令

人
事
委
員
会
訓
令

監
査
委
員
訓
令

労
働
委
員
会
訓
令

企
業
局
訓
令

病
院
局
訓
令

大
分
県
個
人
情
報
の
管
理
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇

教
育
委
員
会
訓
令
甲

大
分
県
教
育
委
員
会
電
子
署
名
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇

〇
規

則

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
四
十
二
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
四
年
大
分
県
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
登
載
し
て
」
を
「
登
載
し
、
又
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
り
公
表
し
て
」
に
改
め

る
。第

二
十
二
条
の
見
出
し
中
「
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
」
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
仮
認
定
」
を

「
特
例
認
定
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
五
十
二
条
第
一
項
」
の
下
に
「
（
法
第
六
十
二
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
「
法
第
二
十
五
条
第
六
項
及
び
第
七
項
並
び
に
法
第
二
十
九
条
」

を
「
第
二
十
五
条
第
六
項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
二
十
九
条
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
の
見
出
し
中
「
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
」
を
削
り
、
同
条
中
「
第
五
十
三
条
第
一

項
」
の
下
に
「
（
法
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
「
仮
認
定
」
を
「
特

例
認
定
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
仮
認
定
」
を
「
特
例
認
定
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

条
例
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
提
出
は
、
認
定
（
特
例
認
定
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人

が
助
成
金
の
支
給
を
行
っ
た
場
合
の
実
績
の
提
出
書
（
第
二
十
二
号
様
式
）
に
よ
る
も
の
と
し
、
当
該
書

類
に
は
、
副
本
一
通
を
添
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
五
条
の
見
出
し
中
「
仮
認
定
」
を
「
特
例
認
定
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
仮
認
定
特
定
非
営

利
活
動
法
人
」
を
「
特
例
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
」
に
、
「
仮
認
定
を
」
を
「
特
例
認
定
を
」
に
改
め

る
。第

四
号
様
式
中
「、

法
第
５２条

第
１
項

」
の
次
に
「
（同

法
第
６２条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。

）
」
を
加
え
、
「仮

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人

」
を
「特

例
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人

」
に
改
め

る
。第

五
号
様
式
中
「仮

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人

」
を
「特

例
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人

」
に
、
「仮

認
定
の

」
を
「特

例
認
定
の

」
に
改
め
、
「第

４７条

」
及
び
「第

５４条
第
２
項
第
２
号
か
ら
第
４
号
ま
で

」

の
次
に
「
（同

法
第
６２条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
」
を
加
え
、
「
（そ

の
金
額
が
二
百
万
円

以
下
の
場
合
に
限
る
。

）
」
を
削
り
、
「第

５４条
第
３
項
及
び
第
４
項
に
規
定
す
る
次
に
掲
げ
る

」
を
「第

５４条
第
３
項

（同
法
第
６２条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）に
規
定
す
る
助
成
金
の
支
給
の
実
績
を

記
載
し
た

」
に
改
め
、
「ア

助
成
金
の
支
給
の
実
績
を
記
載
し
た
書
類

」
及
び
「イ

海
外
へ
の
送
金
又

目

次

平
成
二
十
九
年

（ 土 曜 日 ）

�
�
�
�

号

外

五
二

四

月

一

日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
発
行
人

大

分

県

編
集

佐
伯
印
刷
㈱

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

一



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

は
金
銭
の
持
ち
出
し

（そ
の
金
額
が
二
百
万
円
以
下
の
も
の
を
除
く
。

）を
行
う
場
合
で
、
事
前
に
、
そ
の

金
額
及
び
使
途
並
び
に
そ
の
予
定
日

（事
前
の
作
成
が
困
難
な
場
合
は
そ
の
実
施
日

）を
記
載
し
た
書
類

」

を
削
る
。

第
六
号
様
式
か
ら
第
八
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「、

法
第
５２条

第
１
項

」
の
次
に
「
（同

法
第
６２条

に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
」
を
加
え
、
「仮

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人

」
を
「特

例
認
定
特
定
非

営
利
活
動
法
人

」
に
改
め
る
。

第
十
七
号
様
式
中
「仮

認
定

」
を
「特

例
認
定

」
に
改
め
る
。

第
十
九
号
様
式
中
「
（仮

認
定

）
」
を
「
（特

例
認
定

）
」
に
、
「□

仮
認
定

」
を
「□

特
例
認
定

」

に
、
「仮

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人

」
を
「特

例
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人

」
に
改
め
る
。

第
二
十
号
様
式
中
「
（仮

認
定

）
」
を
「
（特

例
認
定

）
」
に
、
「□

仮
認
定

」
を
「□

特
例
認
定

」
に

改
め
る
。

第
二
十
一
号
様
式
中
「
（仮

認
定

）
」
を
「
（特

例
認
定

）
」
に
、
「□

仮
認
定

」
を
「□
特
例
認
定

」

に
改
め
、
「特

定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
５４条

第
２
項
第
３
号

」
の
次
に
「
（同

法
第
６２条

に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。

）
」
を
加
え
、
「
（そ

の
金
額
が
二
百
万
円
以
下
の
場
合
に
限
る
。

）
」
を
削
り
、

「第
４７条

各
号

」
の
次
に
「
（同

法
第
６２条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
」
を
加
え
、
「仮

認
定

特
定
非
営
利
活
動
法
人

」
及
び
「仮

認
定
特
定
非
活
動
法
人

」
を
「特

例
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人

」
に

改
め
、
「に

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
５４条

第
２
項

」
の
次
に
「
（同
法
第
６２条

に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。

）
」
を
加
え
る
。

第
二
十
二
号
様
式
中
「
（仮

認
定

）
」
を
「
（特

例
認
定

）
」
に
、
「□

仮
認
定

」
を
「□

特
例
認
定

」

に
、
「仮

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人

」
を
「特

例
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人

」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
２３号

様
式
削
除

第
二
十
四
号
様
式
中
「仮

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人

」
を
「特

例
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人

」
に
、

「仮
認
定
を

」
を
「特

例
認
定
を

」
に
、
「仮

認
定
の

」
を
「特

例
認
定
の

」
に
、
「仮

認
定
申
請
書

」
を

「特
例
認
定
申
請
書

」
に
、
「仮
認
定
申
請
書
継
紙

」
を
「特

例
認
定
申
請
書
継
紙

」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
号
様
式
中
「
（仮
認
定

）
」
を
「
（特

例
認
定

）
」
に
、
「□

仮
認
定

」
を
「□

特
例
認
定

」

に
、

「

認
定

「

認
定

・

・

仮
認
定

を

特
例
認
定

に
、
「仮

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人

」
を
「特

例
認
定
特
定
非
営
利
活

・

・

上
記
以
外

」

上
記
以
外

」

動
法
人

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

森
林
組
合
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
四
十
三
号

森
林
組
合
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

森
林
組
合
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
四
年
大
分
県
規
則
第
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
の
見
出
し
中
「
申
請
」
の
下
に
「
及
び
届
出
」
を
加
え
、
同
条
中
「
第
十
条
第
一
項
」
の
下
に

「
（
法
第
百
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
、
「
同
条
第
三
項
」
の
下
に
「
（
法

第
百
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
、
「
（
第
三

号
様
式
）
に
よ
り
」
の
下
に
「
、
同
条
第
四
項
（
法
第
百
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
軽
微
な
事
項
に
係
る
変
更
の
届
出
は
森
林
経
営
信
託
規
程
変
更
届
出
書
（
第
三
号
様
式
の
二
）
に

よ
り
」
を
加
え
る
。

第
三
条
中
「
第
十
二
条
」
の
下
に
「
（
法
第
百
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を

加
え
る
。

第
八
条
の
見
出
し
中
「
申
請
」
の
下
に
「
及
び
届
出
」
を
加
え
、
同
条
中
「
同
条
第
三
項
（
法
第
百
九
条

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
」
の
下
に
「
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
」
を
、
「
（
第
十

一
号
様
式
）
に
よ
り
」
の
下
に
「
、
同
条
第
四
項
（
法
第
百
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
軽
微
な
事
項
に
係
る
変
更
の
届
出
は
共
済
規
程
変
更
届
出
書
（
第
十
一
号
様
式
の
二
）
に
よ
り
」

を
加
え
る
。

第
九
条
の
見
出
し
中
「
申
請
」
の
下
に
「
及
び
届
出
」
を
加
え
、
同
条
中
「
同
条
第
三
項
（
法
第
百
九
条

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
」
の
下
に
「
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
」
を
、
「
（
第
十

四
号
様
式
）
に
よ
り
」
の
下
に
「
、
同
条
第
四
項
（
法
第
百
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
軽
微
な
事
項
に
係
る
変
更
の
届
出
は
林
地
処
分
事
業
実
施
規
程
変
更
届
出
書
（
第
十
四
号
様
式
の

二
）
に
よ
り
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
森
林
経
営
規
程
の
承
認
等
の
申
請
及
び
届
出
）

第
九
条
の
二

法
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
（
法
第
百
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
承
認
の
申
請
は
森
林
経
営
規
程
承
認
申
請
書
（
第
十
四
号
様
式
の
三
）
に
よ
り
、
同
条
第
三
項
（
法
第

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

二



第
３
号
様
式
の
２（
第
２
条
関
係
）森
林
経
営
信
託
規
程
変
更
届
出
書

年
月

日

大
分
県
知
事

殿

所
在

地
届
出
者

名
称

代
表
者
の
職

印
名

氏
び

及

第
10

条
森
林
経
営
信
託
規
程
を
変
更
し
た
の
で
、
森
林
組
合
法
第
109条

第
１
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

第
４

項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す
。

法
第
10条

第
４
項

添
付
書
類

１
森
林
経
営
信
託
規
程
の
変
更
の
理
由
書

２
森
林
経
営
信
託
規
程
の
変
更
条
文
の
新
旧
対
照
表

３
総
会
又
は
総
代
会
の
議
事
録
の
謄
本

百
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
変
更
の
承
認
の

申
請
は
森
林
経
営
規
程
変
更
承
認
申
請
書
（
第
十
四
号
様
式
の
四
）
に
よ
り
、
同
項
の
廃
止
の
承
認
の
申

請
は
森
林
経
営
規
程
廃
止
承
認
申
請
書
（
第
十
四
号
様
式
の
五
）
に
よ
り
、
同
条
第
四
項
（
法
第
百
九
条

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
軽
微
な
事
項
に
係
る
変
更
の
届
出
は
森
林
経
営
規
程
変

更
届
出
書
（
第
十
四
号
様
式
の
六
）
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
号
様
式
中
「第

１０条
第
１
項

」
を
「第

１０
条
第

１
項

第
１０９条

第
１
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１０
条
第
１
項

」

に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
及
び
第
三
号
様
式
中
「第

１０条
第
３
項

」
を
「第

１０
条
第

第
１０９条

第
１
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

３
項

第
１０条

第
３
項

」
に
改
め
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

三



第
1
1
号
様
式
の
２（
第
８
条
関
係
）

共
済
規
程
変
更
届
出
書

年
月

日

大
分
県
知
事

殿

所
在

地
届
出
者

名
称

代
表
者
の
職

印
名

氏
び

及第
19

条
第

４
共
済
規
程
を
変
更
し
た
の
で
、
森
林
組
合
法
第
109条

第
１
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
19

項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す
。

条
第
４
項

添
付
書
類

１
共
済
規
程
の
変
更
の
理
由
書

２
共
済
規
程
の
変
更
条
文
の
新
旧
対
照
表

３
総
会
又
は
総
代
会
の
議
事
録
の
謄
本

第
四
号
様
式
中
「第

１２条

」
を
「第

１２
条

第
１０９条

第
１
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１２条

」
に
、
「森

林
組

合
の

」
を
「森

林
組
合

森
林
組
合
連
合
会
の

」
に
改
め
る
。

第
四
号
様
式
の
二
中
「第

１２条
」
を
「第

１２
条

第
１０９条

第
１
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１２条

」
に
改
め
る
。

第
四
号
様
式
の
三
中
「第

１２条

」
を
「第

１２
条

第
１０９条

第
１
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１２条

」
に
、
「森

林

組
合

（
」
を
「森

林
組
合

森
林
組
合
連
合
会

（
」
に
改
め
る
。

第
四
号
様
式
の
四
か
ら
第
四
号
様
式
の
十
ま
で
の
規
定
中
「第

１２条
」
を
「第

１２
第
１０９条

第
１
項
に
お
い
て
準

条
用
す
る
同
法
第
１２条

」
に
改
め
る
。

第
十
一
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

四



第
1
4
号
様
式
の
２（
第
９
条
関
係
）

林
地
処
分
事
業
実
施
規
程
変
更
届
出
書

年
月

日

大
分
県
知
事

殿

所
在

地
届
出
者

名
称

代
表
者
の
職

印
名

氏
び

及

第
24

条
第

林
地
処
分
事
業
実
施
規
程
を
変
更
し
た
の
で
、
森
林
組
合
法
第
109条

第
１
項
に
お
い
て
準
用
す

４
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す
。

る
同
法
第
24条

第
４
項

添
付
書
類

１
林
地
処
分
事
業
実
施
規
程
の
変
更
の
理
由
書

２
林
地
処
分
事
業
実
施
規
程
の
変
更
条
文
の
新
旧
対
照
表

３
総
会
又
は
総
代
会
の
議
事
録
の
謄
本

第
十
四
号
様
式
の
次
に
次
の
五
様
式
を
加
え
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

五



第
1
4
号
様
式
の
３（
第
９
条
の
２
関
係
）

森
林
経
営
規
程
承
認
申
請
書

年
月

日

大
分
県
知
事

殿

所
在

地
申
請
者

名
称

代
表
者
の
職

印
名

氏
び

及

第
26

条
の

３
森
林
経
営
規
程
を
定
め
た
の
で
、
森
林
組
合
法
第
109条

第
１
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
26

第
１

項
の
規
定
に
よ
り
承
認
を
申
請
し
ま
す
。

条
の
３
第
１
項

添
付
書
類

１
森
林
経
営
規
程

２
総
会
又
は
総
代
会
の
議
事
録
の
謄
本

第
1
4
号
様
式
の
４（
第
９
条
の
２
関
係
）

森
林
経
営
規
程
変
更
承
認
申
請
書

年
月

日

大
分
県
知
事

殿

所
在

地
申
請
者

名
称

代
表
者
の
職

印
名

氏
び

及

第
26

条
の

３
森
林
経
営
規
程
を
変
更
し
た
い
の
で
、
森
林
組
合
法
第
109条

第
１
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
３

項
の
規
定
に
よ
り
承
認
を
申
請
し
ま
す
。

第
26条

の
３
第
３
項

添
付
書
類

１
森
林
経
営
規
程
の
変
更
の
理
由
書

２
森
林
経
営
規
程
の
変
更
条
文
の
新
旧
対
照
表

３
総
会
又
は
総
代
会
の
議
事
録
の
謄
本

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

六



第
1
4
号
様
式
の
５（
第
９
条
の
２
関
係
）

森
林
経
営
規
程
廃
止
承
認
申
請
書

年
月

日

大
分
県
知
事

殿

所
在

地
申
請
者

名
称

代
表
者
の
職

印
名

氏
び

及

第
26

条
の

３
森
林
経
営
規
程
を
廃
止
し
た
い
の
で
、
森
林
組
合
法
第
109条

第
１
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
３

項
の
規
定
に
よ
り
承
認
を
申
請
し
ま
す
。

第
26条

の
３
第
３
項

添
付
書
類

１
森
林
経
営
規
程
の
廃
止
の
理
由
書

２
総
会
又
は
総
代
会
の
議
事
録
の
謄
本

３
森
林
経
営
事
業
実
績
書

４
残
務
処
理
の
方
法
を
記
載
し
た
書
類

第
1
4
号
様
式
の
６（
第
９
条
の
２
関
係
）

森
林
経
営
規
程
変
更
届
出
書

年
月

日

大
分
県
知
事

殿

所
在

地
届
出
者

名
称

代
表
者
の
職

印
名

氏
び

及

第
26

条
の

３
森
林
経
営
規
程
を
変
更
し
た
の
で
、
森
林
組
合
法
第
109条

第
１
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

第
４

項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す
。

26条
の
３
第
４
項

添
付
書
類

１
森
林
経
営
規
程
の
変
更
の
理
由
書

２
森
林
経
営
規
程
の
変
更
条
文
の
新
旧
対
照
表

３
総
会
又
は
総
代
会
の
議
事
録
の
謄
本

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

七



附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
教
育
委
員
会
規
則

学
校
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

大

分

県

教

育

委

員

会

大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号

学
校
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

学
校
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
大
分
県
教
育
委

員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

条
例
第
十
条
第
一
項
第
二
号
の
表
の
備
考
二
の
任
命
権
者
が
定
め
る
者
は
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
六
条
の
四
第
一
号
に
規
定
す
る
養
育
里
親
で
あ
る
職
員
（
児
童
の
親
そ
の

他
の
同
法
第
二
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
者
の
意
に
反
す
る
た
め
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
第
六

条
の
四
第
二
号
に
規
定
す
る
養
子
縁
組
里
親
と
し
て
当
該
児
童
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
に
限

る
。
）
に
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
委
託
さ
れ
て
い
る
当
該
児
童
と
す
る
。

第
八
条
第
一
項
の
表
の
七
の
項
中
「
子
」
の
下
に
「
（
条
例
第
十
条
第
一
項
第
二
号
の
表
の
備
考
二
に
お

い
て
子
に
含
ま
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
表
及
び
第
十
一
条
第
二
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
を
加
え
、
同
表
の
二
十
一
の
項
中
「
を
含
む
」
を
「
及
び
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
四
第
一
号
に
規

定
す
る
養
育
里
親
又
は
同
条
第
三
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
職
員
に
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定

に
よ
り
委
託
さ
れ
て
い
る
児
童
（
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
を
除
く
。
）
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
」
に
改
め
、
同
表
の
二
十
三
の
項
中
「
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
者
」
を
「
要
介
護

者
」
に
改
め
、
「
こ
の
項
に
お
い
て
」
を
削
る
。

第
八
条
の
二
第
一
項
中
「
で
あ
つ
て
職
員
と
同
居
し
て
い
る
も
の
」
を
「
（
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に

掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
職
員
と
同
居
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
の
範
囲

内
」
を
「
（
当
該
介
護
休
暇
と
要
介
護
者
を
異
に
す
る
介
護
時
間
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
が
あ

る
日
に
つ
い
て
は
、
当
該
四
時
間
か
ら
当
該
介
護
時
間
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
を
減
じ
た
時

間
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
時
間
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
中
第
三
項
を
第
五
項
と

し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３

条
例
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
指
定
期
間
（
以
下
「
指
定
期
間
」
と
い
う
。
）
と
し
て
指
定
す
る
こ
と

を
希
望
す
る
期
間
は
、
一
回
に
つ
き
二
週
間
を
下
回
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

４

指
定
期
間
の
通
算
は
、
暦
に
従
つ
て
計
算
し
、
一
月
に
満
た
な
い
期
間
は
、
三
十
日
を
も
つ
て
一
月
と

す
る
。

第
八
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
介
護
時
間
）

第
八
条
の
三

条
例
第
十
一
条
の
三
第
一
項
の
任
命
権
者
が
定
め
る
期
間
は
、
連
続
す
る
三
年
の
期
間
（
当

該
要
介
護
者
に
係
る
指
定
期
間
と
重
複
す
る
期
間
が
あ
る
場
合
に
は
当
該
期
間
を
除
く
。
）
と
す
る
。

２

条
例
第
十
一
条
の
三
第
二
項
の
任
命
権
者
が
定
め
る
時
間
は
、
一
日
を
通
じ
、
始
業
の
時
刻
か
ら
連
続

し
、
又
は
終
業
の
時
刻
ま
で
連
続
し
た
二
時
間
（
育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
部
分
休

業
又
は
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
大
分
県
条
例
第
四
号
。
以
下
「
育
児
休
業
条

例
」
と
い
う
。
）
第
二
十
五
条
第
二
項
の
育
児
時
間
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
が
あ
る
日
に
つ

い
て
は
、
当
該
二
時
間
か
ら
当
該
部
分
休
業
又
は
当
該
育
児
時
間
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
を

減
じ
た
時
間
）
と
す
る
。

３

介
護
時
間
の
単
位
は
、
三
十
分
と
す
る
。

第
九
条
第
三
項
中
「
大
分
県
立
津
久
見
高
等
学
校
海
洋
科
学
校
」
を
「
大
分
県
立
海
洋
科
学
高
等
学
校
」

に
改
め
る
。

第
九
条
の
二
中
「
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
大
分
県
条
例
第
四
号
。
以
下
「
育
児

休
業
条
例
」
と
い
う
。
）
」
を
「
育
児
休
業
条
例
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
訓

令

甲

大
分
県
訓
令
甲
第
十
九
号

本

庁

大
分
県
部
長
会
議
設
置
規
程
（
昭
和
四
十
六
年
大
分
県
訓
令
甲
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。平

成
二
十
九
年
四
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

第
三
条
第
一
項
中
「
各
部
長
」
の
下
に
「
（
国
民
文
化
祭
・
障
害
者
芸
術
文
化
祭
局
長
を
含
む
。
）
」
を

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
・
教
育
委
規
則
・
訓
令
甲
）

八
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〰
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加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
会
計
管
理
局
長
」
の
下
に
「
、
生
活
環
境
部
防
災
局
長
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
訓
令
甲
第
二
十
号

本

庁

地

方

機

関

大
分
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
（
昭
和
六
十
年
大
分
県
訓
令
甲
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。平

成
二
十
九
年
四
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

第
十
五
条
の
二
第
二
項
第
二
号
中
「
九
人
」
を
「
十
人
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
十
人
」
を
「
十
一

人
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
中
「
東
部
保
健
所

西
部
保
健
所
」
を
「
東
部
保
健
所
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
訓
令
甲
第
二
十
一
号

知

事

部

局

議

会

事

務

局

人
事
委
員
会
事
務
局

労
働
委
員
会
事
務
局

監

査

事

務

局

企

業

局

教

育

庁

警

察

本

部

大
分
県
防
火
等
管
理
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
大
分
県
訓
令
甲
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。平

成
二
十
九
年
四
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

第
二
条
第
二
号
中
「
部
の
長
」
を
「
部
そ
の
他
の
内
部
組
織
の
長
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
別
表
の

中
欄
に
掲
げ
る
発
火
性
又
は
引
火
性
物
品
で
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
量
」
を
「
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す

る
危
険
物
で
あ
つ
て
、
同
法
第
九
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
数
量
」
に
、
「
消
防
法
施
行
令
（
昭
和

三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）
別
表
第
二
の
中
欄
に
掲
げ
る
危
険
物
に
準
ず
る
可
燃
性
物
品
で
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
数
量
未
満
の
も
の
、
同
施
行
令
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
殊
可
燃
物
で
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
」
を
「
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
三
百
六
号
）
別
表
第
四
の
上
欄
に
掲
げ

る
物
品
で
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
」
に
、
「
第
七
号
第
二
項
」
を
「
第
七
条
第
二
項
」
に
、
「
第
二
条
に

定
め
る
火
薬
類
」
を
「
第
二
条
第
一
項
に
定
め
る
火
薬
類
」
に
、
「
火
薬
類
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十

五
年
通
商
産
業
省
令
第
八
十
八
号
）
第
十
五
条
各
号
に
掲
げ
る
数
量
未
満
」
を
「
同
法
第
十
一
条
第
一
項
た

だ
し
書
に
規
定
す
る
数
量
以
下
」
に
改
め
る
。

第
八
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
当
該
危
険
物
の
量
が
少
量
で
、
県
庁
舎
等
の
防
火
管
理
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
訓

令

甲

議

会

訓

令

教
育
委
員
会
訓
令
甲

選
挙
管
理
委
員
会
訓
令

人
事
委
員
会
訓
令

監
査
委
員
訓
令

労
働
委
員
会
訓
令

企
業
局
訓
令

病
院
局
訓
令

大
分
県
訓
令
甲
第
二
十
二
号

大
分
県
議
会
訓
令
第
二
号

大
分
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
十
九
号

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
訓
令
第
一
号

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

大
分
県
報
号
外
（
訓
令
甲
・
議
会
訓
令
・
教
育
委
訓
令
甲
・
選
管
委
訓
令
・
人
事

委
訓
令
・
監
査
委
訓
令
・
労
働
委
訓
令
・
企
業
局
訓
令
・
病
院

局
訓
令
）

九



大
分
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
三
号

大
分
県
監
査
委
員
訓
令
第
二
号

大
分
県
労
働
委
員
会
訓
令
第
三
号

大
分
県
企
業
局
訓
令
第
八
号

大
分
県
病
院
局
訓
令
第
六
号

知

事

部

局

議
会
事
務
局

教

育

庁

教

育

機

関

選
挙
管
理
委
員
会

人
事
委
員
会
事
務
局

監
査
事
務
局

労
働
委
員
会
事
務
局

企

業

局

病

院

局

大
分
県
訓
令
甲
第
二
十
一
号

大
分
県
議
会
訓
令
第
一
号

大
分
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
十
号

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
訓
令
第
一
号

大
分
県
個
人
情
報
の
管
理
に
関
す
る
規
程

��������������
平
成
二
十
七
年
大
分
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
一
号

��������������
の

大
分
県
監
査
委
員
訓
令
第
一
号

大
分
県
労
働
委
員
会
訓
令
第
一
号

大
分
県
企
業
局
訓
令
第
二
号

大
分
県
病
院
局
訓
令
第
二
号

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

大

分

県

知

事

広

瀬

勝

貞

大

分

県

議

会

議

長

井

上

伸

史

大

分

県

教

育

委

員

会

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

一

木

俊

廣

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長

石

井

久

子

大
分
県
代
表
監
査
委
員

首

藤

博

文

大
分
県
労
働
委
員
会
会
長

須

賀

陽

二

大

分

県

企

業

局

長

草

野

俊

介

大

分

県

病

院

局

長

田

代

英

哉

第
二
条
第
二
項
第
一
号
中
「
規
定
す
る
部
」
の
下
に
「
そ
の
他
の
内
部
組
織
」
を
加
え
、
「
並
び
に
」
を

「
及
び
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
教
育
委
員
会
訓
令
甲

大
分
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
二
十
号

教

育

庁

教

育

機

関

大
分
県
教
育
委
員
会
電
子
署
名
規
程
（
平
成
十
五
年
大
分
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
八
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

大

分

県

教

育

委

員

会

第
一
条
中
「
、
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
」
を
削
る
。

第
二
条
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上

げ
る
。

第
四
条
及
び
第
十
五
条
中
「
、
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
の
長
」
を
削
る
。

別
表
の
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
の
長
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
報
号
外
（
訓
令
甲
・
議
会
訓
令
・
教
育
委
訓
令
甲
・
選
管
委
訓
令
・
人
事

委
訓
令
・
監
査
委
訓
令
・
労
働
委
訓
令
・
企
業
局
訓
令
・
病
院

局
訓
令
・
教
育
委
訓
令
甲
）

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

一
〇


